
＜評価の手法等＞

費　用 便　益

・事業計画の必要性
・事業計画の合理性
・事業計画の効果

海上保安庁

<巡視船艇>
・海洋権益の保全
・治安の確保
・海難救助・海上交通安全の確保
・海上防災・海洋環境の保全

海上保安庁
船舶建造事業
<巡視船艇>

評価対象を整理した上で、右のような海上保安業務
需要ごとに、事業を実施した場合（with）、事業を実施
しなかった場合（without）それぞれについて業務需要
を満たす度合いを評価するとともに、事業により得ら
れる効果について評価する。

海上保安官署施設整備事
業

評価対象事業について、右のような要素ごとに、評価
指標により評点方式で評価するとともに、その他の要
素も含め総合的に評価する。

事業名 評　価　項　目
評価を行う過程において使用した資料
等

担当部局（　　　　）内は

方法を示す。※

費　用　便　益　分　析 費用便益分析以外の
主な評価項目
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